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「自宅療養者等にかかる「処方箋対応薬局」に関する登録票」について 

 

本県の薬務行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、今般、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パキロビッド®パ

ック）の医療機関及び薬局への配分について（別紙、質疑応答集の改正）」（令和４年１２

月２８日４薬第３２３号－４福岡県保健医療介護部長通知）により、パキロビッド対応薬

局の登録方法を変更したことに伴い、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の処方箋に

対応可能な薬局（以下「処方箋対応薬局」という。）の登録に用いる登録票を別紙のとおり

変更しましたのでお知らせします。 

つきましては、下記について、貴会会員へ周知いただくようお願いします。 

なお、本通知は令和５年１月１３日から適用することとし、「自宅療養者等にかかる「処

方箋対応薬局」又は「経口治療薬の対応薬局」に関する登録票」の変更について」（令和４

年１２月９日４薬第１７７１号薬務課長通知）については、同日付けで廃止します。 

 

記 

 

１ 処方箋対応薬局の登録について 

「処方箋対応薬局」の登録を受けていない薬局にあっては、新型コロナウイルス感染症

の自宅療養者等への治療薬提供体制強化のため、「処方箋対応薬局」に、可能な限り登録

されるようお願いします。 

 

２ 処方箋対応薬局の公表について 

処方箋対応薬局については、「公表不可」の薬局を除いてリスト化し、県及び県薬剤師

会のホームページで公表しております。患者にとって分かりやすい情報発信を行う観点

から、特段の支障がない場合は、公表に御協力をいただきますようお願いします。 

現在「公表不可」としており、今後、公表可に変更される薬局におかれましては、以



下の３により登録内容の変更手続をお願いします。 

 

３ 上記１、２にかかる手続の方法等について 

（１）手続の方法 

処方箋対応薬局の新規登録又は登録内容の変更を行う場合、別添の「自宅療養者等

にかかる「処方箋対応薬局」に関する登録票」に記入の上、以下（２）の提出先に提出

してください。 

（２）申出書の提出先（原則、メールによる送付をお願いします。） 

送付先：福岡県保健医療介護部薬務課 宛て 

メール：covid-pharm@pref.fukuoka.lg.jp 

ＦＡＸ：０９２－６４３－３３０５ 

（３）手続の時期 

随時提出可能（登録完了までに数日かかる場合がありますので、御了承ください） 

 

  

=== 問合せ先 === 

・処方箋対応薬局に関すること 

福岡県保健医療介護部薬務課監視係 

TEL 092-643-3285 

・経口治療薬の対応薬局に関すること 

福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局薬務班 

TEL 092-643-3759 
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